
 

仙台市議会図書室規程の一部を改正する規程を制定し、公布する。 

  令和八年三月二十三日 

仙台市議会議長 野 田  譲   

仙台市議会規程第二号 

   仙台市議会図書室規程の一部を改正する規程 

 仙台市議会図書室規程（昭和四十六年仙台市議会規程第一号）の一部を次のように改正する。 

現 行 改正後 

（閲覧の手続） （閲覧の手続） 

第七条 閲覧しようとする者は、その旨係員に申し出て所定の手

続をとらなければならない。 

第七条 閲覧しようとする者は、その旨を係員に申し出なければ

ならない。 

   附 則 

 この規程は、令和八年三月二十四日から施行する。 

（議会事務局調査課） 


